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• この政令は、ベトナムにおける適格な投資プロジェクトを持つ企業に現金助成金/補助金を提供する
ための投資支援基金の枠組みを示している。本政令の下で、プロジェクトの適格性の基準が細かく定
義されており、経済開発の優先事項との整合性が確保されている。

• ISF基金は政府によって設立され、計画投資省/Ministry of Planning and Investment (「MPI」)が
運営する。本基金は、国家予算から資金提供を受ける。

• ISF基金には、(i)年次経費補助金及び(ii)初期投資補助金の2種類の補助金がある。(i)の補助金は、ハ
イテクセクター及び研究開発(R&D)センターの企業及び投資プロジェクトに対して年次財政支援を
提供することを目的としている。(ii)は、半導体及びAIの研究開発センターを所有する企業が対象と
なる。

• 適格対象となる企業の決定は、プロジェクトから生じる総投資額や年間の売上に基づき、ケースバイ
ケースで追加の条件が求められることがある。

• 研究開発費用、固定資産の新規投資額、ハイテク製品の製造経費等、事業運営中に発生する(i)の年
間経費のうち、特定の条件を満たした場合にISF基金からの支援の対象となる。補助額は補助の対象
や費用の種類によって異なる。

• ISF基金に関する政令は 、2024会計年度Financial Year(「FY」)から有効 となり、補助金の申請
期限は、補助金を受けた会計年度の翌年の7月10日である。

デロイトは、この分野の優れたアドバイザーと専門家を擁しており、十分な支援が可能です。

政令の概要

推奨事項

政令が2024年度から施行されるため、企業は、確実に基金からの支援を受けれるよう2025年7月の初回の
申請に備える為、迅速に評価プロセスと関連する準備を開始する事をお勧めします。具体的な弊社の推奨事
項は以下の通りです。

2024年12月31日に投資支援基金/Investment Support Fund(以下「ISF基金」)の設立、管理、使用
に関する政令第182/2024/ND-CP号(以下「政令」)が政府によって正式に承認されました。この事はベト
ナムにおいて史上初めて、画期的な優遇制度を導入し、世界クラスのハイテク企業を誘致してベトナムにさ
らなる投資を促す重要な節目となりました。またこの戦略的な取り組みは、イノベーションを促進し、ベト
ナムを最先端技術の中継地として確立するという政府のコミットメントを強調するものとなっています。

ギャップを特定し改善策を実施

貴社の現在の状況を優遇の要件と比較評価し、資格を得るために必要な条件に対して不足している部
分すなわちギャップを特定する。その上で積極的に改善策を実施する。

2

ISF政策の適用可能性のレビュー

投資支援基金の方針について詳細な分析を実施する。新しい優遇制度の恩恵を受けるの潜在的な機会
を特定する為に、適格の基準と条件を評価する必要がある。

1

適格優遇の申請

優遇を得られる条件を満たしていると判断できたら、ISF基金からの補助金を請求するための申請書を準備
して提出する必要がある。

3
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年次経費補助金

• 対象A – ハイテク企業

• 対象B – ハイテク製品を製造する投資プロジェクトを有する企業

• 対象C – ハイテクアプリケーションプロジェクトを有する企業

• 対象D – R&Dセンターの投資プロジェクトを有する企業

• 対象A、B、Cの場合:

(*)首相によって発行された革新的な技術/製品のリストに含まれていること。

特記事項として、投資資本条件の下にあるプロジェクトは、ケースバイケース
で資本支出スケジュールについての追加要件を満たす必要がある。

• 対象Dの場合:最低投資資本金は3兆VND、3年間で最低1兆VNDの資本金を
支出すること。

• 税金の未払がない事。

• イノベーションエコ
システムにプラスの
影響を与え、国家の
新技術と画期的な製
品の開発に貢献する
こと

• 半導体及びAIの分野
に研究開発センター
を有する企業

ケース 要件

一般的なケース 最低投資資本金12兆VND、又は年間売上20兆VND 

チップ、半導体、AI
データベースセンター
プロジェクト

最低投資資本金6兆VND、又は年間売上10兆VND

画期的な技術・製品(※)
を持つプロジェクト

最低投資資本金や売上の要件はない。

マイクロ集積回路設計
分野のプロジェクト

✓ 最低投資資本金や売上の要件はない

✓ 最低300人のベトナム人技術者/マネージャーの
活用と、年次最低30人の高品質な技術者の育成
を確約すること。

適格対象企業

基本条件と基準

適格対象項目及び優遇制度

2種類の補助金 (i)年次経費補助金及び(ii)初期投資補助金の優遇制度の内容は以下の通りとなります。

初期投資補助金
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• 初期投資額の最大
50% 

補助のレベル

対象費用の種類

1) 研修および人事育成の費用
2) 研究開発費用
3) 固定資産成形ための新規投資コスト
4) ハイテク製品の製造費用
5) 社会インフラ建設費用
6) 政府が決定するその他の費用

(*)適格費用についての詳細は、政令に記載されている。

費用/投資額の対象項目

対象費用 対象B 対象A & C 対象D

1. 研修・人材育成
の費用

50%

2. 研究開発費用

▪ 最初の120 bil 
VND：1%

▪ 120bil – 240bil 
VND： 5%

▪ 240 bil VND以
上:10%

▪ 最初の120 bil 
VND：20%

▪ 120bil – 240bil 
VND：25%

▪ 240 bil VND以
上:30%

▪ 最初の120 bil 
VND：10%

▪ 120bil – 240bil 
VND： 15%

▪ 240 bil VND以
上:20%

3. 固定資産のため
の投資コスト

(*)年間補助金の上
限は総投資資本の
0.5%とする

▪ 最初の120 bil 
VND：1%

▪ 120bil – 240bil 
VND：2%

▪ 240 bil VND以
上:3%

▪ 最初の120 bil 
VND：8%

▪ 120bil – 240bil 
VND：9%

▪ 240 bil VND以
上:10%

該当なし

4. ハイテク製品の
製造費用

(*)優先ハイテク製
品のリストにある
製品の製造費用に
のみ適用される

▪ 共通率0.5%

▪ 収益が200,000 bil
VNDであり、かつ
労働者数1万人持ち、
及びハイテク製品の
付加価値が30％占
めるプロジェクトに
は特別率1％を適用。

▪ 共通率1%

▪ 特別率3%は以下の
ケースに適用

- 収益が200,000 bil
VNDであり、かつ労働
者数1万人持ち、及び
ハイテク製品の付加価
値が30％占めるプロ
ジェクト。 又は

- チップ、半導体集積
回路、AIデータベース
センター分野における
プロジェクト

該当なし

5. 社会インフラ建
設の費用

25%

上記の補助率は、享受できる最大レベル。

申請費用の種類によって更なる要件を満たす必要がある。

• 初期投資費用

適格対象項目及び優遇制度（続き）

年次経費補助金
初期投資補助金

2種類の補助金(i)年次経費補助金及び(ii)初期投資補助金の優遇制度は以下の通りとなります。
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• 企業は、補助金を受けたい会計年度の翌年の7月10日までに、申請書類
を準備し、受領機関に提出する。

(*)受領機関：経済特区、工業団地、ハイテク特区の管理委員会（特区
内のプロジェクトの場合)、または地方計画投資局（特区外のプロジェ
クトの場合)

• 書類は受領後、政府による補助金額の最終決定の前に、管轄当局によっ
て評価されるものになる。

• 企業は、補助金を受け
たい会計年度の翌年の7
月10日までに、計画投
資省に申請書類を準備
し、提出する。

• 書類は受領後、政府に
よる補助金額の最終決
定の前に、補助基金管
轄当局によって評価さ
れる。

申請の手続き

補助金額決定の原則

• 補助総額が補助基金の予算を超えないこと。

• 補助基金管理委員会は社会経済開発の方向性、投資誘致戦略、および基金予算の要因に基づいて企業へ
の補助金額の決定のため、評価を行い、政府に報告する責任がある。

• 最長5年、 延長の場合は首相の決定による。

補助対象期間

• 売上発生及び対象経費が発生するプロジェクトの1年目から適用される。

• ハイテク認証取得の1年目の場合：補助の対象経費は年間を通じて発生
した費用となる。

補助対象のタイミング

適格対象項目及び優遇制度（続き）

年次経費補助金の場合
初期投資補助金の場

合

効果

• この政令は署名日から発効し、2024会計年度から適用される。

• 会計年度とは会計法律および税務法律に基づいて決定された期間とする。

2種類の補助金(i)年次経費補助金及び(ii)初期投資補助金の優遇制度は以下の通りとなります。
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